
 64 

議      長  受付番号第５号、石内浩君の一般質問を許します。登壇願います。 

９ 番 石  内  一般質問をさせていただきます。受付番号第５号、質問議員、第９番 石内 

浩。件名、「まち・ひと・しごと創生法」の展開について。 

 要旨、まず「ひと」をつくる。「ひと」が「しごと」「まち」をつくり、

「しごと」が「ひと」を呼ぶ。この循環を地方に確立させる計画で、一極集中

化のツケを地方にとも思えるが、この機会を生かすべき町の取り組みを伺いた

い。 

 （１）「住民参加」（ボランティア活動）の数と人員、担当窓口等の他町比

較。自治会のリーダー育成とあり方、行政パートナー等の導入は。 

 （２）「しごと」の面では資産を負担とする公会計の導入予定があるが、設

備更新、減価償却の扱い、その取り組みは。 

 （３）現世代対象の研さん（生涯学習）と、次世代への投資計画など、上記

「創生法」に基づいた、「地域の力」を生むための下支えとなる「種蒔き」計

画は。 

 以上、質問よろしくお願いいたします。 

町      長  それでは石内議員の質問に随時お答えをさせていただきます。１つ目の御質 

問についてでございますが、「住民参加」いわゆるボランティア活動団体の数

と人員、担当窓口等の他町との比較ということからお答えをさせていただきま

す。他町の数につきましては短期間ということもあり、また業種によってはそ

の町の担当も把握してないケースもあるようでして、比較するためには十分な

データでないことを先にお断りをさせていただいておきますので、御承知願い

ます。 

 担当窓口を一本化しているのは中井町のみで、本町を含め他町はそれぞれ業

種を所管する課となっております。 

 ボランティア団体の数でございますが、社会福祉協議会で所管する分を含め

て、松田町46団体で844名、社会福祉協議会で把握している個人ボランティア

は39名。団体は11団体で人数は173人。中井町は、まちづくりパートナー制度

で登録されている個人・団体を合わせて124、人数は不明であります。社会福

祉協議会で把握されている個人ボランティアは７人、団体は10団体で人数は22
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4人。大井町では、町で活動されてるボランティア団体の数と人員は不明。社

会福祉協議会で把握されている個人ボランティアが140名。団体は２団体で人

数は51名。山北町さんでは、町で活動されてるボランティアの数と人員は不明

です。社会福祉協議会で把握されている個人ボランティアが３名で、団体が７

団体で人数は102名。開成町は、町で活動されているボランティア団体の数と

人員は不明です。社会福祉協議会で把握されている個人ボランティアが25名、

団体は80団体で人数は1,500名ということです。中井町以外の４町は業種を所

管する課が担当しており、課によって把握の仕方が違うために町ごとの比較の

ための数の把握は短い調査での確認、期間のためもあってか、すべて完全にで

きていないということでございます。 

 町ごとの比較の一例を挙げさせていただきますと、防犯ボランティアでござ

いますが、松田町14団体209名、中井町３団体214名、大井町２団体260名、山

北町防犯指導隊15名、開成町12団体549名でございます。各町とも同じような

業種、同じような活動ぶりで、その町ならではの活動といったものは今回確認

することができておりません。 

 続いて自治会のリーダー育成とあり方、行政パートナー等の導入はについて

お答えをさせていただきます。現在、町は自治会活動につきまして、それぞれ

の自治会の自主性を尊重し、代表として選出されました自治会長を行政協力委

員に委嘱させていただき、町と連絡調整、町への要望、町への各種事業への協

力をお願いをしているところでございます。地域集会施設の指定管理者として

管理をお願いしているところでもございます。自治会活動については、町が交

付金という形で一括交付し、自治会ごとの創意工夫ある行動、活動をサポート

しているところでございます。 

 自治会のリーダー育成ということではございますが、ただいま申し上げまし

たとおりに、地域の自主的な活動を尊重している中で、町・行政側がこういう

人をどうと、こうというようなことを申し上げることはございません。ただ昨

今は地震や火災、火山噴火、局地的な豪雨などの予期せぬ自然災害等が各地で

起こっていることから、防災面においては防災リーダーの育成は急務であると

いうふうに考えまして、昨年度５回にわたり防災リーダー研修を実施させてい



 66 

ただきました。延べ283名の方が受講していただいたことからわかるように、

各自治体からは自治会長さんだけではなくて、複数人の方が受講していただき

ました。 

 行政パートナー等の導入ということではございますが、ただいま申し上げさ

せていただきましたとおり、自治会長さんが行政協力委員として行政パートナ

ーではなかろうかというふうに考えておりますが、私が昨年夏におもてなし宣

言を行い、その後座談会という形で地域を回ってお伺いをした中で、いろんな

御意見、お考え、アイデア等をいただきました。それらの中から施策として形

にしていくわけですが、これまでと違う枠組みと申しますか、協働ということ

で町民の皆様方とのかかわり方を改めて考えていかなければならないというふ

うにも考えております。交流人口の増加を図る上で、専門的な知識、経験、ユ

ニークな発想、行動力などをお持ちの方々と町、町内、内外問わず一緒に取り

組んでまいりたいというふうにも考えております。そのためには窓口を１つに

したほうがよいのか、現在のような各所管で職員がアンテナを立て人材育成を

していくほうがよいのかということを、今後研究してまいりたいというふうに

考えてもおりますので、もうしばらくお時間をいただければというふうに考え

ております。 

 ２つ目の御質問についてお答えをさせていただきます。地方団体における予

算・決算にかかわる会計制度、いわゆる官庁会計は、予算の適正・確実な執行

を図るという観点から、単式簿記による現金主義会計を採用しておるとこでご

ざいます。一方で財政の透明性を高め、説明責任をより適切に図る観点から、

単式簿記による現金主義会計では把握できないストック情報、いわゆる資産、

負債の情報や、見えにくい減価償却費等のコスト情報を説明する必要性が一層

高まっており、そのためその補完的な役割といたしまして、複式簿記による発

生主義会計の導入が国の経済戦略会議で長らく議論され、平成26年４月に出さ

れました今後の新地方公会計の推進に関する研究会報告書に記載されました統

一的な基準に基づく地方公共団体の財務書類を、平成29年度までに全ての市町

村が作成することが義務づけられ、現在町もその準備を進めてるところでござ

います。 
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 作成自体は国の示した統一的な基準に基づき進めてまいりますが、それをど

う分析し、今後どう生かしていくかが町に課された責務だというふうに考えて

おります。統一的基準に基づくからこそ、財政規模の大小にかかわらず、行政

間の比較が可能となりますので、そういった視点からも分析を検討してまいり

たいというふうに考えております。また、これまでは町債の大きさのみが問題

とされてきました部分がありますが、債務が少なくとも公共資産、インフラ整

備が進んでないとすれば、必ずしも町民の皆様にとって住みやすい町とは言え

ない側面もございます。今後は金額のみで見るだけではなく、公共施設、イン

フラ整備の状況、世代間の負担を踏まえて、債務の質を評価しなければならな

いということも考えているところでございます。 

 さて、議員の御質問の減価償却についてでございますが、固定資産のうち償

却資産の取得価格に対する減価償却累計額の割合を計算することにより、耐用

年数に対して資産の取得からどの程度経過しているのかを全体として把握する

ことができるといった資産老朽化比率を活用することにより、今後更新する必

要のある施設の更新計画に際し、優先順位をつけ根拠とすることが可能になる

ことから、今後確実にやってくる老朽化した施設の更新に役立ててまいりたい

というふうに考えております。その際には、新年度予算計上しております公会

計を導入したことにより、分析に基づくデータをお示しし、議員各位にお諮り

することになっていくというふうにも考えております。 

 いずれにいたしましても、地方公共団体が統一的な基準による財務書類を作

成、開示することにより、全般的な財政状況をより多面的かつ合理的に明らか

にすることを通じて、町民の皆様や議員各位に対する一層の説明責任を果たす

とともに、資産債務改革や予算編成を含む行財政改革に積極的に活用し、限ら

れた財源を賢く使うというふうにつなげてまいりたいということに考えており

ます。 

 ３点目の御質問についてございますが、生涯学習として現世代対象に実施し

ているものといたしましては、町民大学がございます。年５回実施させていた

だいておりますが、多世代が研修できるような幅広い分野でのテーマを設定し、

町民の研さんに取り組んでおるところでございます。また高齢者の健康寿命の
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維持をするためには、高齢者の多様な活動を支援し、元気な高齢者が地域社会

とかかわりを持ち、地域活動の担い手として活動できる仕組みづくりが必要で

あると考えております。そのような中、生涯学習サポートセンターのほうでは

お稽古事やスポーツなど、これから始めてみたいという方々と活動団体を紹介

する橋渡しを行っておりますが、高齢化や後継者不足といった問題があり、せ

っかくの技能をお披露目する機会が失われてる感は否めない状態でございます。 

 高齢者の知識・技能を次世代に継承していく仕組みづくりは、みずから研さ

んできる場を積極的に提供し、参加のきっかけづくり、参加の機会を拡充する

ことで、新たな地域力を生む人材の確保をしてまいりたいというふうに考えて

おります。また子供の居場所づくりといたしまして、土曜日授業や夏休みを利

用とした寺子屋教室も本年度も拡充して開催する予定でございますので、この

ように地域の方々の技能や知識を活用し、協力を得ながら子供たちが体験する

ことで、子供たちの育成につながり、将来には地域力の向上になるものという

ものを考え、種まきという形になるかどうかあれですけども、計画的に行って

まいりたいというふうに考えております。以上でございます。 

９ 番 石  内  細かい御説明、御回答ありがとうございます。ボランティア関係について私 

は何回も一般質問でもさせていただいたんですが。やはりこれから町長の言葉

の中にありました、まちづくりの中でやっぱりボランティアとして相当な面で

の協力も必要になってくるんじゃないかということで、各町でどうだっていう、

大変失礼な質問をさせていただいたんですが、やはり各分野というかですね、

そういう部分でやっぱりボランティアの見直しをしていただいてですね、やっ

ぱり協働のまちづくり、そういったやっぱりボランティアという言い方が正し

いかどうかわからないですが、やっぱり何らかの形で先ほど町長の話にもあり

ました、町民がやっぱりひと肌脱ぐ、肩を貸してやる、そんな体制づくりが必

要じゃないかと思うんですが。 

 そういう意味を含めて、残念ながらこのアクションプログラム、この中ちょ

っと見させてもらって目が行き届かなかったかどうかわかんないですが。ボラ

ンティアっていう内容が出てきたのは２カ所しかない。１カ所は103ページで

すか。これ、生涯学習の中で出てきました。それともう一つは122ページの自
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治会云々の中でボランティア。やはりこの中を見た限りですね、町民がこれ見

たときに、ボランティアに関心ある人が、何だこの町はという感じを持たれか

ねませんので。そういう意味でまた繰り返すようですけど、ほかの町はどうだ

なってことでお聞きしたんですが。一つの例としてですね、ぜひお願いしたい

のは、昨年神奈川県で県西や県央地域の自治体と組んで、海外ボランティアポ

イント制度の内容が示されて、この時点で事業の参加を検討しているのは、市

では大和、厚木、南足柄、秦野。町では山北、大井、開成、松田と新開発発表

という発表されたんですが。この状況について松田は本当にどういう取り組み

されてるんでしょうか。まずお聞きしたいと思います。 

参事兼総務課長                  海外ボランティアということで、うちの町もこれで何か…（「介護」の声あ 

り） 

福 祉 課 長                  介護ボランティアということでお答えしたいと思います。介護ボランティア 

という形ではございませんで、松田町のほうではボランティアポイントの部分

のところで、介護支援ボランティアという部分の制度を創設させていただいて

おります。今現在のところ、お休み処新松田のほうで居場所づくりをしており

ますけど。その午前・午後でお留守番いただく方について、ボランティアの部

分で動いていただいてる状況でございます。実際のところ、新松田地域の方を

中心に動いておられますけど、今10名ぐらいの方が動いております。それに追

随する形ではございますけれど、生活支援サポーターという形の部分で、昨年

度から養成をしておりまして。これもボランティアの一部になります。そちら

のほうが昨年度は22名、今年度７名育成をさせていただいて、お手伝いいただ

けるところの部分の分野について御登録いただくような部分の動きをすること

になっております。山北町のほうでは介護ボランティアのポイント制度という

のを始めてられます。ちょっと枠のほうがどのくらい動いてられるかちょっと

お聞きしておりますが、62名ぐらい御登録いただいておられます。それで松田

町のほうは高齢者が高齢者をお手伝いするというような形の部分の形で考えて

おりますけれど、山北町さんのほうでは小学生からできることがあればという

ところの部分で、ちょっと広い枠でとらえられてるということで報道されてる

ということを伺っております。今ちょっと手元にある資料はこれだけでござい
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ますので、お答えになったかどうかわかりませんけれど、よろしくお願いいた

します。 

９ 番 石  内  申しわけありません。ちょっと言い方が悪くて申しわけないんですけど。今 

課長から話がありました介護ボランティアポイント事業ということで、山北が

確かに去年の10月からやられてるということで。これは介護という名前が出て

ますから、介護保険を使っての事業だと思うんですが。主催というか、じゃあ

事業主体が山北町保険健康課になってるんですね。同じような取り組みが小田

原でもされてますよね。小田原ではアクティブシニア応援ポイント事業という

ことで。平成25年10月から。これは半年間は市直営でやって、その後社協に移

ってきております。そういう意味で何を言いたいかというと、私はやっぱり社

協でのボランティアのまとめというのは、これは最終的にはしょうがないと思

うんですけど。こういう立ち上がり事業について、やはり市なり町が直接かか

わって、事業体制をつくってからバトンタッチすべきだというように感じるん

ですが。この小田原のアクティブシニア応援ポイント事業というのは、もうこ

れで３年目になるんですが。一応これは60歳以上で一般会計処理されてるんで

ね。これをつなげていきながら、介護だけじゃなくて、あそこでやってるのは

いろんな講座を進めてるんですが。きらめき何とか講座っていうらしいんです

けども。そこの講師だとかですね、助手みたいな人にもそういうボランティア

ポイント、参加されてる方々が入り込んでるということで、本当にまちづくり

という形の中で動いてきてるんだなという感じがするんですが。その辺を含め

てですね、ほかにこういう情報が町としてあって、今後そういうことの取り組

みを検討されてるのかどうか、もう一度ちょっとお聞きしたいんですけど。 

福 祉 課 長                  先ほどお答えさせていただいた部分で、松田町のほうでも介護支援ボランテ 

ィアポイント制度というのはもう既に創設して開始してるところでございます。

地域通貨とかという考え方もございますけれど、やっこさんシール会のほうの

シールの部分のところを、年間5,000円相当分になるぐらいのところを上限に

お渡しするという形の部分で、今実際やってるところでございます。ただ、今

ちょっと御登録いただいてる方が10名というところで限られておりますので、

今後介護予防サポーターであるとか、町のほうの介護予防事業に資するような
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部分でボランティアが既におりますけれど、そちらのほうの方が御活動いただ

いた場合に、そちらのほうのポイントを付与する範囲に定めていくというとこ

ろを検討中でございます。今のところまだちょっと試行錯誤でやっております

ので、また御意見等ございましたらお寄せいただければと思います。よろしく

お願いいたします。 

９ 番 石  内  そういう意味で各町でですね、かなり先進的な動き、介護を中心だと思うん 

ですが、ボランティア活動、動いてきておりますので、時流におくれないよう

にですね、その辺のフォローもぜひお願いしたいと思います。 

 それでちょっとまたもとへ戻るんですが。ボランティアということで、松田

のボランティアのいろいろホームページ見たんですけど、ほとんど載ってない

んですよね。わずかそれらしいのがですね、見たら、これ間違ってたらまた教

えていただきたいんですが。寄のふれあい農園で農業ボランティアということ

で、ちょこっと１行出てる。それと生きがい事業団、これが非常にわかりやす

いというか、大きな活字で老後計画ということでぱっと出てきて、これいいな

って思ってるんですが、とんでもない間違いしてるんですよ。というのは、最

寄り駅がですね、ＪＲ御殿場線の相模金子駅なんて書いてあって。これ、見た

らやっぱり平成15年そのまんまなんですね。やっぱりそういうのを見直しをで

すね、やはり社協っていう窓口じゃなくて、やっぱり全体的にホームページに

ついては大変だと思うんですけども、町でどっかで集中的にやるような体制を

ぜひお願いしたいし。それとまだいろいろあったんですけども、特に松田の防

犯ボランティア、これかなりいいと思うんです。これもですね、かなり古いん

ですね。各自治体でやってます。それが一斉に出てました。名目、タイトルだ

け出てました。ただ内容がかなりやっぱり不備になってますので。私は松田の

防災ボランティア、かなりの水準にあると思いますので、これはぜひそういう

手直ししていただいて、全国発信していただきたいなと思うんですが。 

 それと今、桜まつりでやられてるんですが、観光ボラ。これがどこ探しても

何にも出てこないので、あれだけ一生懸命皆さんボランティアの方やってられ

るんで、これを全国発信していただければ、かなり来ていただける方のいろん

な面でのフォローにもなるんじゃないかと。 
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 それと社協の先ほども話しました、ホームページ見て先ほどもお話ありまし

たね。福祉センターの男湯の漏水の問題。これ、出てましたよ、社協のホーム

ページに。ところがまたあったかフェスタの案内なんかも出てるんですけども、

会費が500円、団体3,000円なんて、これちょっとね、ボランティアやるための

会費なのかなって間違えるような。社協の会費の問題。ほかの社協のホームペ

ージ見ても、会費なんか出てるのめったにないですよね。この辺にやっぱり取

り扱いの何ていうんですかね、訴えるべき内容っていうのをもう一度見直すべ

きじゃないかと思いますので、社協に任せてるだけでいいかどうか、ぜひ判断

していただきたい。 

 それとあとですね… 

議      長  石内議員、今の全部１問ずつ答えを要しますか。ある程度ちょっと区切って 

いただかないと。 

９ 番 石  内  まとめてでいいです、まとめてでいいですよ。どうせ窓口っていう問題でや 

ってますんでね。 

議      長  よろしいですか。１問ずつまとめたほうがですね、ちょっと的確な回答。た 

だ、今どこまでで切れるかなというふうにちょっと思いましたので。 

９ 番 石  内  じゃあ一応そういうことで、一応ホームページを見たときの内容を今ばあっ 

と言っちゃったんですけども。それに対応して町として考え方を教えていただ

きたいと思います。 

福 祉 課 長                  補助団体という形で所管してる部分のところの部分をちょっと回答させてい 

ただきたいと思います。一応補助団体さんではございますけれど、町の外郭団

体ではございませんので、各法人格をお持ちのところの団体でございます。自

主的なホームページの部分のＰＲだと思っておりますので、町のほう、監査権

限等があるというふうにこちらのほう等は解釈しておりませんので。ただ見に

くい部分であったり、わかりにくい部分についてはお話をさせていただきなが

ら、こういう御意見があったということをお伝えさせていただきたいと思いま

す。またそういう部分でこそ町民の皆様がわかりやすいようなホームページづ

くりを心がけていただくような形の部分でお話をしてまいりたいと思います。

以上でございます。 
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安全防災担当課長  ただいまの質問の中にですね、防犯ボランティアの件が入っておりましたの 

で、私どものほうもですね、的確にですね、内容のほうを確認をさせていただ

いてですね、今の状況に合ったような形で対応していきたいと思いますので。

どうもありがとうございました。 

参事兼観光経済課長                 今出てまいりました松田町観光ボランティアという形で、桜まつりの期間中、 

主に16名の方が動いております。その方々につきましても町で募集という形を

この機会にかけまして、主にこの期間中に清掃、それとあと町なか散策ツアー

とか自主的に組んでいただいております。それが本来のボランティアと考えて

おりまして、町のほうでもそれにつきましては、ここにも議員さんもいらっし

ゃいますけれども、16名の方々が自主的な活動と。ただし勉強会はそれに当た

りましては２回程度、もう事前に行います。今回はそのボランティアの方々へ

の勉強会も、あえて講師を招きまして、それは無償でちょっとその関係の県の

ほうから来ていただいたんですけれども。そのような活動をしまして、ボラン

ティア活動に取り組んでおります。ただ、これはあくまでもホームページ上に

は出てきておりません。募集は広報とかそこら辺でかけまして、あくまでも自

主的な団体という位置づけの中で、町はそれをバックアップしているという形

での活動をしております。以上でございます。 

議      長  相模金子のはどの関係でしたっけ。社協ですか。 

９ 番 石  内  ありがとうございます。特にそういう意味でせっかくいろんな面で今インタ 

ーネット、宣伝されてるのか、させていただいてるのか、よくわからないです

けども。そういう資料っていうのは自然に出てきちゃってますので、かなり目

を配って、修正するものは修正すべきだと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。 

 それでですね、大井町の例をもう一つつけ足させていただきたいと思うんで

すが。あそこは昔からボランティアっていうのは相当進んでいるように伺って

いるんですが。「ボランティアの日」っていうのを設けまして、ペットボトル

のキャップを集めて、それを製薬会社に持って行くんですよね。無料ワクチン

の一助にしてるらしいですね。そういう動きっていうのが非常に長く続いてる

らしいんで、そういうものをやっぱりボランティアの一助ということでこの町
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にも何か根づかせたほうがいいんじゃないかなということで申し述べさせてく

ださい。 

 ボランティアの件については一応終わりまして、あと自治会のあり方。自治

会の役員の話とちょっと出してリーダーの件と話させていただいてるんですが。

その前に自治会のですね、地図。公式に…正式っていうか公式っていうか、自

治会の分布図をまだいただいたこと一回もないんですね。前に、前の町長のと

きに、その話をさせていただいたときに、できないという回答をもらっちゃっ

たんですよ。ちょっとこれは幾ら何でももうおかしい話であって。例えば町屋

であるとか仲町屋であるとか、その境目がどこなのか、その地図っていうのは

やっぱりつくってしかるべきだと思って。そういうものはなくて自治会活動っ

ていうのはできないんじゃないかと思うんですが。その辺の見解をお聞かせ願

いたいと思います。 

参事兼総務課長                  自治会の境目ということ、そういった図面をお配りしてないということで。 

確かに今までしてないと思います。じゃあその境目わからないのかということ

ですが、私どもではそれなりの境というのは盛ったものは持っております。前

の町長のときのお話ということで、出せないということの経緯、ちょっと今私

も、そこの部分はちょっと存じ上げてないんですが。その辺はちょっと調べさ

せていただければと思います。ただ、当然私どもも配布物等ある中で、境目と

いうか、当然戸数とかそういったものも把握してる中でやっておりますから、

事務レベルのものとして市販の明細地図の中での境というのを把握してるわけ

です。ただ、それが例えば今２万分の１とか１万何千分の１の地図で境をくく

ったものがあるかというと、それはおっしゃるとおりつくってはいません。 

９ 番 石  内  ぜひやっぱりつくる方向で考えていただきたい。というのは、理由っていう 

かね、ほかの町っていうか、この辺の町じゃないんですけども。ある町では人

が住んでないところ、山間部まで勢力範囲というか範囲を決めて、何かあった

ときにはそこを、情報発信ということでその地域を担当させていただいた。そ

ういう意味を含めてですね、この町もいわゆる山間部や山のほうまで難しいと

思いますんで、松田地区だったら東名の側道からこっちとか、それと酒匂川で

あったらいわゆる公園になってるところ、あるいは散歩道になってるところ。
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あの辺までいろいろ何かあったときには情報をつかむということでの、命令系

統じゃなくて、何かあったときに連絡してもらいたい。そういうような情報網

の整備も必要じゃないかと思うんですが。そういうものを含めて町の考え方ど

うなんですか。お聞かせいただきたいと思います。 

参事兼総務課長                  先ほどお答えしましたように、以前にお断りになられたというところの理由 

というか、その辺ちょっと私、不勉強で申しわけないんですが、把握してませ

んので、まずそこを調べさせていただきたいと思います。１つ考えられるとき

に、白図か何かで線を引くということは可能かなと思うんですが。それが明細

地図云々なったときに、やはり個人情報の問題とかそういったものがあったの

かなというちょっと嫌いはあるかと思います。ただ、それ以上に、今うちのほ

うから防災上のいろいろなマップ等出させていただいてますから、そういった

中にそういう逆に境目みたいなのが入るものがあったほうがいいのかとか、ち

ょっとそういうのも踏まえた検討はさせていただければと思います。まずちょ

っと過去の経緯等も踏まえてちょっと調べさせていただければと思います。 

９ 番 石  内  ぜひそういう前向きな見方お願いしたいんですが。先ほどのたとえに使った 

町は、そういうところも地域の長のほうに言っておかないと、いろいろやはり

行政上支障があるはずだっていうふうな感じで、そういうところまでも境界線

というか、範囲を掲載していただいてる話がありましたんで、一言述べさせて

いただきたいと思います。 

 その件については終わりまして、あと、地域のいろいろ今実態が皆さん、役

場の方も御存じだと思うんですけども、リーダーになり手が非常に少なくなっ

てきたと。どうすりゃいいか。やはりこれは時代とともに変わってきてると思

うんですが。以前はやはり小さいころは子ども会っていうか、そういう活動が

盛んでしたから、上下関係、また周りのじいさん、ばあさん、隣の人とのつき

合い、そういうものをうまく成長してきて覚えてきたと思うし。それと昔は青

年団っていうのがありましたよね。青年団、今は消防団もありますけども。そ

ういうところに入って、やっぱり上下関係っていうか、リーダーの資質を育む、

そういう環境があった。それがやっぱり現代化してきて、いろいろそういう泥

臭いものがなくなって、やはりそうは言ってもやっぱり自治会組織っていうの
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は昔ながらの部分も残っている。それをどうしたらいいかというと、やっぱり

地域に全て任すというのは非常にもう難しいんじゃないか。 

 そういうことで、これからまちづくりということを人としてとらえたときに

ですね、やっぱり行政側でそういう教育の場。おこがましい言い方ですけども、

そういう部分を何らかの形でつくっていかなければいけないんじゃないかと。

先ほど生涯学習の話出ました。確かにうちの大学ということで、かなり長い歴

史も来ております。しかしそういうものももっと具体的な形で、例えば今、防

災の関係ですと、リーダー講習ということでやられてますよね。そんなものを

含めながらですね、地域にもっと行政が入り込んで、リーダーになるための人

たちのですね、教育と言ってはおこがましいかもわからないですけども、そう

いうものもつくっていく必要があるんじゃないかと思うんですが。これからの

まちづくりの中で、そういう部分があるのかどうか、お聞かせいただきたいと

思います。 

参事兼総務課長                  今お話の中にありますように、また町長御答弁申し上げた中にも、防災リー 

ダーの育成ということで５回、27年度やりました。28年度も同様に予算化させ

ていただいております。できるところからというか、やるところからはそうい

う形でさせていただいております。今後ただやはり自治会というものの自主性

というのもありますので、変な踏み込み方をするのでなく、お互いの中で必要

な部分というのを見つけた中で、予算があるなしもあるでしょうけれど、でき

るところからやっていきたいと、かように考えております。 

９ 番 石  内  非常に確かに難しい問題と捉えちゃうと難しくなっちゃうと思いますので。 

やっぱり町長がよく言われてる、やっぱりいろんな意味で町民との対話を含め

ながらですね、どういう形というのをこれから積み上げていっていただきたい。

ぜひこれをお願いしたいと思うんですが。その中で特にですね、団塊の世代、

この人たちをどう生かすかというのは、やっぱりこれからのまちづくりに大き

なポイントになるんじゃないかと思いますね。こういう世代っていうのは、

我々もそうだったんですが、企業でいろんなものを培って、勉強してっていう

か、いわゆるいろんな教育受けたり、団体の中での活躍の場、いろいろ経験し

てきてるわけです。それが即自治体に生かされないというのは、これは非常に
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難しい今の実態だと思うんですが。そういうものを逆にですね、利用しながら

そういう人たちに目を向ける。そういう活動っていうのはやっぱりこれから絶

対に必要だと思いますんで、その辺も含めてお願いしたい。 

 それと含めて、女性リーダー。これからやはり女性リーダーが活躍する場っ

ていうのは絶対に多くなる。ごみの問題を含めてですね、ごみの問題とか、嫌

な話しして女性におっかぶせるわけじゃないんですけども。先ほど来出てる介

護の問題含めて、やっぱり女性の目で見る部分での活動の場っていうのはかな

り広がってるわけですから。そういう意味で地域の中でも女性の活躍の場、で

きるような環境、そういうための役員づくり、そういうものもぜひ進めていた

だきたいと思うんですが。これについては先ほど町長からもそれらしき話もあ

りましたが、一歩進んでそういう体制の中で今考えられてること、具体的にあ

ったら教えていただきたいと思います。 

参事兼総務課長                  逆に今、具体的にというのはなかなか申し上げづらいんですが。町長の答弁 

の中にもありましたし、町としては自治基本条例というのを制定をことし考え

て、制定していこうとしてるわけですが。その中でやはり町民との協働という

形のものは一つの大事な柱になる部分だと思います。それは、今まで従来ある

自治会とのそういうパイプというか、つながり方とは別に、やはりそういった

自治会を超えたとか、新たな施策によっては、自治会ということではない中で

の、今、石内議員おっしゃられたような、団塊世代等の知識も経験もお持ちで、

比較的自由な時間もお持ちの方という方が、そういう中でボランティアという

ような形の中で加わっていただけるということがあれば、それはありがたい話

だと思います。またそういったものはそういった条例を制定する中で、あわせ

て含めて考えていかなきゃいけない部分だと思いますので、今それ以上に具体

的に申し上げるというのはちょっとできないところがございますが、そういっ

たところの方向性は私のほうでも町としても持ってるということで、答弁とさ

せていただきたいと思います。 

９ 番 石  内  そういう意味のですね、いろんな具体的な活動というのが、先進市町村でや 

られてる例っていうのはかなりあるわけなので。近くでまた小田原の例なんで

すけど、小田原で町民活動応援補助金なんていう制度がありまして、そういう
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ボランティア活動で、かつ具体的な町、市に対して活動する場合の補助金を出

す制度、そういうものもあるようなんですけども。そういうものを含めてやっ

ぱり具体的に町民が町に対する支援というか、フォローというか、そういうも

のが具体的にできるような体制が見えるような仕組みをぜひお願いしたいと思

います。これはお願いだけで一応終わらせてください。 

 それと、先ほど町長も答えを出していただきました、公会計導入。これは先

ほど、29年度までにやらなきゃいけないってな話で。かなり、できるのかなっ

て部分あるんですけど。やんなきゃいけないだろうし。それと一番問題なのは、

先ほど話がありました減価償却。それをどういうふうに捉えて、またそれを設

備更新、会計上の内容にどういうふうに織り込んでいくかってことが大変難し

い問題だと思います。そういう意味でですね、具体的にちょっと離れちゃうか

わかんないですけども、特に教育設備の本体部分じゃなくて、例えば松中のグ

ラウンドの土であるとか、松中のナイターの照明設備、これは余りにもひどい

んで、その辺に対して、今度の予算には大して載ってこないと思うんですけど

も、考え方としてそういう町として持ってられるのか、まずお聞きしたいと思

います。 

政 策 推 進 課 長                  一般的な公会計制度の話でございます。議員言われるように、平成29年度末 

までにこれはつくらなければいけないということで、今準備を進めてるところ

でございます。特に今進めてるのは、先ほども言われましたように資産。資産

を数字化して今入力作業をしているところです。ちょっと教育…先ほどの照明

灯ですか、照明灯の絡みにつきましては、ちょっとそれをどういうふうにちょ

っと数字にしてるのか、ちょっと今すぐにちょっとわかりませんけども。道路

とかというのは、道路とか町有地につきましては今数値化を進めているところ

でございます。 

９ 番 石  内  照明っていうことでかなり具体的な話になっちゃうんですけども。あの照明 

がですね、何基あるのかな。たしか１基で12灯ついてると思うんですけど、半

分以下しかついてないんですよね。松田中学校のグラウンドっていうのは御存

じのとおり、あんなに使用率っていうか、使ってる率が高いところは私はない

んじゃないか。今、土・日は一応学校休みですけども、大体サッカーと野球は



 79 

半分ずつぐらい土・日使ってる。それ以外に、教育長御存じだと思うんですけ

ども、県下の中学校のソフトテニスが月に２回、あそこに10面のテニスコート

をつくって、100人から200人ぐらい。それと最近になりますとね、私はびっく

りしたんですけども、サッカーもベルマーレの下部組織、月にこれもやっぱり

一、二回ナイターでやってる。それと中学１年生の特進組というか、選考者、

あそこのグラウンドで小田原、南足柄入って、この上郡５町の選ばれた人が来

てやってると。本当にね、使ってないときのほうが目立つぐらい、あの中学校

っていうのはすごい利用率高い。それだけ交流人口もすごいあれになってるん

じゃないかと思うんですけども。それだけ駅に近いし、ちょっと遠くっても電

車に乗ってくれば来られる、使える、こんな便利なとこないですね。これが先

ほど来、ほかの方からも出ましたけども、いかにこれを生かすかというのは、

これからの話ですけども。具体的にこの松中のグラウンド、照明設備について

は、やっぱりこういう実態をもう少し見ていただいてですね、ぜひ見直してい

ただきたい。特にこれは教育課ですか、そっちのほうの関係になると思うんで

すけど。 

 これは単に一つの例であって、松田っていうのはそれだけ利用価値があると

こだということも含めながらですね、これを見直すきっかけにしていただきた

いし、具体的にナイターの照明だけは早急にお願いして。今度の予算に多分予

算化されてないと思うんですけども。ある２年ほど前に担当の電気屋に聞いた

ら、これはもう石内さん、更新時期どころじゃないですよ．１回火吹いたこと

があるんですよ。そんな状況、町へ伝わってるかと。そういうのを含めてこれ

だけの、これの対応だけ、ぜひ御回答お願いします。 

教 育 課 長                  お答えします。公会計をする中で、やはり減価償却という部分を見るときに、 

今言ったグラウンド、ナイターのそういった施設もしっかりと見ろと、こうい

う御指摘かと思います。今お話ありましたナイターの火を吹いているっていう

話を今お伺いしましたが、この辺についてはちょっと報告は受けてませんので

承知しておりませんが、照明が切れている部分については確かに承知をしてご

ざいます。財源的なものというふうにしてしまえばあれなんですけれども、あ

る程度まとまった中で交換はしているのが現状でございます。また27年度では
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減価償却の部分も含めましてですね、点検をさせていただきました。ナイター

設備については、当面、すぐに倒壊するような危険性はないというようなこと

は報告を受けておりますが、子供の安全を考えてですね、要は支柱に巻くマッ

トを交換させていただいたのが27年度の事業でございます。 

 それとあとグラウンドにつきましては、利用価値については確かにグラウン

ドの全面を使ったソフトテニスの大会なども開かれてるのも承知しております

けれども、グラウンドそのものの利用については、近隣の他町の学校が十分利

用していただいているというところを踏まえましてですね、すぐに整備という

話ではありませんけれども、そういったところも含めまして、将来的なグラウ

ンドの整備も教育委員会としては考えていかなければいけないかなというふう

に考えてございます。以上です。 

９ 番 石  内  一応、仕事の面でそういうことで終わらせたいと思うんですけども。 

 あとですね、住民参加という意味で、先ほどは町長の中に多少話が出てきま

した。政策サポーター制度であるとか行政パートナー、そんなものを各地域で

やられているらしいんですけども、そういうものを逆にですね、地域の中へ、

職員が担当制、小田原でたしか、去年ですか、始められたということを聞いて

いるんですけども。そういう計画はどうでしょう。というのは、先ほどから話

しておりますけど、やっぱり、これから自治会に対する対応、またその重要性

というのもかなり出てくると思いますんで、そういうのを含めて、早く町の、

何ていうか、やり方というのは対応させてもらうためにもですね、張りつけじ

ゃなくて、小田原でも張りつけじゃないらしいですね。その都度必要なときに

行って、そういう説明をするとか、呼ばれたら行くと、そんな形でやられてい

るようなんですが、その辺についてはどうでしょうか。 

参事兼総務課長                  現在、地域からの要望については自治会長さんから随時受け付けております。 

いつでなければいけないということなく。ですから、多いところですと毎月の

ように、あるいは毎週のようにお持ちいただけているところもございます。今

そういった中で、地域の要望等についてはある程度把握し、それを私のほうか

ら各課に投げた中でまた速やかに回答し、できることはやる、できないものは

どういうふうな形で、どういうふうにやるというような回答をさせていただい
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ております。今、具体的に職員をそこに張りつけて会議に出す出さないという

ことは、ちょっと今のところ考えておりません。ただ、当然防災とかそういっ

た場合において、その地域に職員を出さなければならなくなる場合というのは、

ある程度それは想定した中で対応することは、その防災計画等の中のマニュア

ルの中ではございます。あと、例えば寄地区について言えば、寄地区の職員が

そういう際には出張所のほうにつくと、そういったこともルールづけはできて

います。ただ、平常時のその会合等に職員をその都度派遣するというところは

今ちょっと考えておりません。 

９ 番 石  内  お答えありがとうございます。張りつけじゃなくてということは断ったつも 

りなんですけども。ということで何でかというと、私が理想ということで考え

たいのは、職員の、だから若い人たちをですね、個人的に地域に決めて、担当

を決めてやるということは、地域の中の事情も勉強できるだろうし、その辺の

対応は非常に難しい部分あると思うんですけれども、常時じゃなくて、その都

度ということで、どの辺の、どの辺でそういう線ができるか非常に難しいんで

すけど、一応そういうことを狙って言ったはずなんで、これは回答要りません。 

 それで、あとじゃあ、生涯学習というか、将来の下支えになる部分でのお願

いを含めてお願いなんですが、先ほど来、教育関係の話もありまして、今、教

育関連の法律改正もちょうど進んでおります。それと、学級崩壊立て直し請負

人の話であるとか、恵まれた環境を生かした森のようちえんの話や、島根県の

離れ小島でですね、少子化で統廃合寸前だった高校が全国から人を集めて…生

徒を集めて学級がふえたと、そんな話も出てきているんで、やり方次第では町

の活性化や人口増加にもつながってくるんじゃないか。非常にこれ難しいと思

うんですが、そういうことを考えているんですが、これはもしそういう具体的

なものがあれば教えていただきたいんですが。 

 一方でですね、子供の貧困問題。これは最近は母子家庭だけじゃなくて、子

育て世代全体が貧困になってきている、そんな新聞記事が出ているんですが、

松田町の実態としてそういう状況あるのかどうか、またその実態がどうなのか、

お聞かせいただきたいかと。 

教 育 長                  子供の貧困のことについてはですね、各学校からの、校長さんからはですね、 
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そういう情報は今私は聞いておりませんが、今、やっぱりひとり親家庭が本当

に学級に本当に四、五人いるというような実態のようでございます。ですから、

これからですね、もう少し詳しくですね、そういうお子さんのことについて、

学習状況どうかとか、それから、ふだんの生活の状況はどうかとか、そういう

ことをですね、もう少し詳しく聞いていきたいなというふうに思っております。

今のところちょっと学校からはそういう、子供の貧困については聞いておりま

せん。以上です。 

９ 番 石  内  確かに私もそんな詳しい内容を知っているわけじゃないんですけども、イン 

ターネットなんかだって見てみますとですね、貧困率というのは相対的な数字

であって、平均値から上どうなのか、下がどうとかという数字らしいんですね。

そういう意味で見ますと、ここへきて10％か20％ぐらいそういう貧困率という

の高くなってきているというのがあるらしいんです。特に、今までは母子家庭

というか、ひとり親のところが多かったらしいんですけど、２人親が育ててて

も貧困になっている。これ非常に国としても問題じゃないかと思うんですが、

町でそういう実態があるとすれば、やっぱりその辺の手直しというか、手当て

も必要だなと思うんですが。そういうものを含めて、ぜひ早急にですね、もし

調べてない…なければいいと思うんですけども、あるようでしたらぜひお願い

したいと思います。 

 それと、あとそういう意味で、いろいろ、保育園・幼稚園の問題あるんです

が、ある町で幼稚園児・保育園児を町なかに散歩させる。今、私ども気がつい

てみると、よく川、酒匂川とか川音川に園児を連れてきて散歩をさせている。

それ町なかで、それもお年寄り、町民の方と一緒に交流させるというのは非常

に効果があるという話を聞いているんですが、そういう情報があるのか、また

それに対応して考えられることがあるのかどうか、それをまずお聞きしたい。 

教 育 長                  幼稚園はですね、地域の公園に、いわゆる園外保育に行く機会がございまし 

て、そこで地域の方、お年寄りの方と接することが非常に多いということを聞

いております。ですから、幼稚園からその公園まで、行くまでの間ですね、地

域の方に声をかけられたり、お年寄りの方から声をかけられたりして、そこで

かなりいい雰囲気で接しているというような話を聞いております。保育園のこ
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とはちょっと私はわかりませんけど、保育園の方も多分園外保育でしょうか、

行っていると思います。以上です。 

９ 番 石  内  これ以上回答要らないんですけど、いわゆる、子供の笑い声が…だけかどう 

かわからないですけども、それがやっぱりお年寄りとか町民に対する影響とい

うのは相当いい意味で大きいらしいですね。そういう意味で、ぜひ機会あれば

そういう方向というか、確認をしていただきたいと思いますし、そういうこと

をやることによって、運動会なんかやりますと、お年寄りがすごく来るらしい

ですね。そういう交流ができているということも含めて。そういうこともちょ

っと考えていただきたいと思います。 

 それとですね、ちょっと話が変わりますけども、平成18年に経済産業省で社

会基礎力という話が出ましたよね。これはもともとが職場や地域社会で仕事を

していく上で必要な基礎力ということで、国で打ち出したんですが、地域の職

場をということだったんですが、職場ではやっぱり入社のときにいろいろこの

活用しているところもあるらしいんですが、地域ということ、町へこういうも

のがおりてきている可能性あるんです。またそれを何らかの形で応用・利用し

ていることもあるんでしょうか。（私語あり） 

議            長  今の質問の所管がですね、明確でありませんので、もう一度質問をしていた 

だいてよろしいですか。 

９ 番 石  内  国も言いっ放しでやってもらっちゃったのかわかんないですけども、考え方 

としてはね、３つの能力と12の要素ということで…。 

議            長  所管がわかるような。 

９ 番 石  内  所管は、だから、社会人基礎力というんだから、これ生涯学習でしょうかね、 

本来はね。全然ないのかな、これ。国が、だって地域のためにもということで

出しているはずなんですよ、平成18年にね。まあ、いいです。こういうものが

あってですね、やっぱり行政や地域社会に取り入れられようというところも出

てきていますんで、何らかの形で、これはインターネットなりで出てくる話な

んで、活用できるものはぜひお願いしたいと思います。いいです、これは、回

答は要らないです。 

 それと、生涯学習ということで先ほども出ましたけれども、小田原でときめ
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き講座、こういうものをやってて、松田町でもですね、生涯学習の目標として、

平成30年度までには生涯学習本来の満足度・必要度が、それこそ50％、70％目

標ということで出されているんですが、具体的にどんな内容を考えられている

か、まずお聞きしたいと思います。 

教 育 課 長                  小田原で行われているときめき講座ということですけれども、松田町ではで 

すね、先ほど町長答弁ありましたように、町民大学という講座を設けてですね、

年５回、恒例的に行っております。これは高齢者だけじゃなくて、他世代に幅

広いところでテーマを設定して、その年々に合うテーマを設定して実施してい

るところです。28年度につきましては昨年行いました松田邦義さんの、松田の

歴史の部分を特集を組んでですね、シリーズ化したような形の講座を組む予定

でおります。その時々のですね、やはり必要に応じてですね、講座はテーマを

決めて行っているのが現状でございます。それとあと、先ほど町長が答弁で申

し上げましたとおり、やはり地域力といいますか、そういう方々のやはり力を

やはり地域に還元していくといいますか、先ほど石内議員もおっしゃられまし

たように、企業で働いた方々の技術とか知識、こういったものが埋もれている

部分も確かにあろうかと思いますので、今後ですね、そういう方々、今回教育

のほうでですね、寺子屋とか土曜塾を開催する予定でおりますので、そういっ

たところに今言った、知識・技能を持った方々の地域の方々に入っていただい

て、そういった方々が地域に出てきていただけるように。そうすると、子供と

大人の相乗効果が生まれるのかなというふうなことも考えながら、28年度は事

業展開をしていきたいというふうに考えてございます。以上です。 

９ 番 石  内  非常に前向きなお答えをいただいたんですが、ちょっと具体的に何か色をつ 

けていただければありがたいかなと思うんですが。ある町というか、4,400人

の人口しかないところで、３カ月間も、そういう、今、課長が言われたような

塾を、これ町内外とも入れて泊まりがけでやるんですね、３カ月間。３カ月間

通してやる人もいいし、今言った、講座ごとに入っても構わない。宿泊は町の

古民家、古い家を使ったり、公民館使ったりやっている。これのすばらしいの

はですね、町のお祭り、祭りを題材にしてやることもあるらしい。この３カ月

というと、必ず２回ぐらいのお祭りが入るらしいんですよ。祭りの成り立ちか
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らそういう講習を受けながら、実際にその祭りの構成員の一員になってやる。

後片づけまでやると。そういうことをずっと続けている。そういうことをしな

がらやっぱりやると、それが町全体の活性化につながっているということなん

ですが、それもまたすばらしいのは、その講師がほとんどその町内の方、町内

の有志、例えば商工会議所の会長であるとか、どこかの自治会の会長であると

か、そういう方たちが回りながらやっていると。その合間を見て大学教授ぐら

いの人を外から呼んで、またその講座を盛り上げるということで、３カ月間毎

日じゃないんですけど、続けてそういうことをやりながらやると。町の特徴を

内外に呼びかけているということなので、4,4000人の規模、うちの町の半分以

下のところでやっているわけですからね、すばらしいなと思うんで、そういう

ことを今、課長のほうでもちらっと言われた、この祭りにつながるような部分

も出てくると思いますので、そういうのをぜひ考えたらいいかなと思うんです

が。それはお願いだけで終わります。 

 それと、最後になりますけども、やはり先ほどからまちづくり、どういう考

え方でやるか、町長も言いましたけど、やはりこれは書いたり話したりすると

いってわかるものじゃないという部分もあると思いますが、いずれにしても、

お互いを助け合う気持ち、これがやはり町の、何ていうか、バックボーンにな

ってくるんじゃないかと思うんで。先ほどのこの塾の4,400人の町の考えたこ

の最終が、町全体が安心の拠点になる。安心の拠点になるということを言って

いるんですね。そういうことを含めて、松田町、捨てたもんじゃないと私はま

だ思っていますんで、ぜひ行政の、やはり今、何だかんだって言ったって、行

政が中心になってやっていただいて、できるだけ町民がそれに乗っていただく

ような施策づくり、そういうものを含めてやっていただきたい。最後に、そう

いうことを含めて、町長としてこれからのまちづくりの中で何が一番やっぱり

自分としてやっていくということを披露していただいて終わりにしたいと思い

ます。 

町      長  御質問ありがとうございます。所信でもお話をしましたけども、非常にこれ 

からのまちづくりの基本的になる、ハード面とソフト面といろいろあるんです

けどもね、町民の方々がやっぱり同じ方向を向かなきゃいけないということも
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ありますし、そういった部分で、自治基本条例というものの考え方、もともと

憲法上に載っているようなことを一つまとめて、松田町の指針としてこういっ

た方向で進んでいくよというふうなことを、皆さんと町民議論をこれからやっ

ていこうというふうに思っております。これは対象者はついつい大人みたいな

雰囲気になりますけれども、子供から大人まで、高齢者まで、全てに対して当

然役割分担をしていく…分担というかですね、役割を回しながら、できる可能

性がある人たちだけで分担をしていく、助け合っていくというようなことは必

要だと思います。そのためにはさまざまな議論を通じて、人と人とをやっぱり

つないでいくという、つなぐというキーワードが絶対的に必要になってくると

思いますから、そういったところで、そういういろんな地域地域の課題を解決

してくれればそれでいいと思うだけでなく、自分たちで何ができるか、それに

対してどう考えるかというのは、当然町民の方々、また役場の職員、議員の皆

様方、それぞれ課された役割があろうかと思いますので、そういったお話をし

ながら、権利・義務を主張するためにも、この町をよくしていくためにも、皆

さんが主人公であるということを絶対的に忘れちゃならないということを基本

に設けながらですね、今、石内議員からも御提案もあるようなことが、可能性

がどこまでということも含めて、町民議論としてやっていきたいというふうに

思っております。さまざまな御提案もいただきました。庁舎内で検討をして、

できるものはできるということを検討してまいりたいというふうに思っており

ます。以上です。 

９ 番 石  内  すいません、最後に一言、言い忘れちゃったのがあるんですが。町長、自治 

基本条例つくるような状況、一応進めていただいてると思うんですけども、あ

る町では自治基本条例じゃなくて市民参加条例、それとか協働条例、協働、互

いに働くで協働条例、こういうものをつくって、基本条例はつくらないという

宣言しているところもあるみたいなんです。自治基本条例つくっていただくの

は非常にありがたいんで、自治基本条例つくるに当たって、やっぱり今町長か

ら言われました町民参加、これを非常に重きを置いたものであってほしい、そ

ういうことをお願いしながら私の質問を終わらせていただきます。ありがとう

ございました。 
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議            長  以上で、受付番号第５号、石内浩君の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩いたします。15時10分から再開いたします。 （14時52分） 


